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電子申請方法
パソコンやスマートフォンで「中津市」と検索し、
「電子申請」をクリック



カテゴリから「消防・防災」を選択して下さい。

消防・防災を選択

電子申請方法



火災予防関係申請

「火災予防関係申請」の「申請」を選択して下さい。

電子申請方法



入力方法

※申請に必要な情報を入力してください。



入力方法

※申請項目を選択したら、項目が展開します。

※添付ファイルは、最大５つまで添付できます。



申請データを消防本部に送信すると、申請者情報で入力
したメールアドレスに「送信完了ー火災予防関係申請」
というメールが届きます。消防本部で申請書類を確認後、
受付印を押印したファイルを返信します。
なお、申請に不備等があった場合は、消防本部の担当係
よりご連絡することがあります。

申請後

受付印を押印
します

問合せ先
中津市消防本部消防課
予防 0979-22-9831
危険物 0979-22-9832



・防火・防災管理者選任（解任）届出
・統括防火・防災管理者選任(解任)届出
届出書、資格を証する書面(例：防火管理講習修了証の写しなど)

・消防計画作成(変更)届出
・全体についての消防計画作成(変更)届出
届出書、消防計画書

・防火対象物・防災管理点検結果報告

報告書、点検票及びその他必要な添付書類

・消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告
報告書、点検結果総括表、点検者一覧表、該当する設備点検票

・工事整備対象設備等着工届出
・消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出
届出書、届出対象設備に応じた書類(関係図面など)

届出・申請ごとに必要な書類
※届出書、申請書などは中津市のホームページよりダウンロードして下さい。



・自衛消防組織設置(変更)届出
届出書、資格を証する書面(例：自衛消防業務講習修了証の写しなど)
自衛消防組織の編成内容

・管理権原者変更(防火管理・防災管理)届出
届出書

・防火対象物・防災管理点検報告特例認定申請
申請書

・火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・発電変電など)

・火を使用する設備等の設置の届出(ボイラー・乾燥設備など)
届出書、該当設備の設計図書・設置に関する図面など

・防火対象物使用開始届出
届出書、配置図、各階平面図及び消防用設備等の設計図書(設備の配置図)

届出・申請ごとに必要な書類
※届出書、申請書などは中津市のホームページよりダウンロードして下さい。



・危険物製造所等譲渡引渡届出
届出書、譲渡、引渡しの事実が確認できる書類

・危険物製造所等品名、数量又は倍数の変更届出
届出書、品名・数量の詳細、危険物の性状（新規の場合）

・危険物製造所等廃止届出
届出書、危険物の処理及び撤去に係る措置内容及び工事計画書

・危険物保安統括管理者選任・解任届出

届出書

・危険物保安監督者選任・解任届出

届出書、実務経験証明書(様式第20の2)、危険物取扱者免状写し(表、裏)

・危険物製造所等使用休止再開届出
届出書、休止中の安全対策がわかる資料など

・危険物製造所等変更補修届出
届出書、案内図、配置図、設備関係図書及び安全対策書など

届出・申請ごとに必要な書類
※届出書、申請書などは中津市のホームページよりダウンロードして下さい。



・危険物製造所等設置者等変更届出
届出書

・危険物製造所等災害発生届出
届出書、災害発生の顛末がわかる資料・写真など

・少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出
届出書、案内図、配置図、設備関係図書及び仕様書など

・少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱廃止届出

届出書、危険物の処理及び撤去に係る措置内容及び工事計画書

・圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取り扱いの開始（廃止）届出
届出書、案内図、配置図、設備等の写真

・休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請

・休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請

申請書、配置図、措置内容及び計画など

届出・申請ごとに必要な書類
※届出書、申請書などは中津市のホームページよりダウンロードして下さい。


